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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨に使用するための固定要素（３００）であって、下記のものを含む固定要素：
　近位端及び遠位端を有する第一表面であって、第一表面の少なくとも一部があるピッチ
を有する第一外部ねじ山（３１２）を含む第一表面；
　第一表面の近位端に向かって配置されたアバットメント表面；
　第一表面の遠位端に向かって配置された環状の第二表面（３２０）であって、第二表面
の外周（３２２）に沿って第一表面に接合された第二表面；
　第一表面と同心でありかつ第二表面の内周（３２４）に沿って第二表面に接合された第
三表面（３４０）であって、第三表面の少なくとも一部が第一外部ねじ山のピッチを有す
る内部ねじ山を含む第三表面；
　第一表面の遠位端と近位端の間に配置された環状の第四表面（３３０）であって、第四
表面の外周（３３２）に沿って第三表面に接合された第四表面；
　第一表面と同心でありかつ第四表面の内周（３３４）に沿って第四表面に接合された第
五表面（３５０）；及び
　第一表面の遠位端に向かって配置された第六表面（３６０）であって、第六表面の外周
（３６２）に沿って第五表面に接合された第六表面。
【請求項２】
　第一表面が遠位端に隣接して切頭第一円錘部分（３１０）を含み、遠位端に隣接するほ
ど第一円錘部分の周囲が小さくなっている請求項１に記載の固定要素。
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【請求項３】
　第三表面が遠位端に隣接して切頭第二円錘部分を含み、遠位端に隣接するほど第二円錘
部分の周囲が大きくなっている請求項１に記載の固定要素。
【請求項４】
　内部ねじ山が自己穿孔型である請求項１に記載の固定要素。
【請求項５】
　第五表面が遠位端に隣接して切頭第三円錘部分を含み、遠位端に隣接するほど第三円錘
部分の周囲が小さくなっている請求項１に記載の固定要素。
【請求項６】
　第一表面、第二表面、第三表面、及び第四表面が第一部分（６１０）上にあり、第五表
面及び第六表面が第二部分（６２０）上にあり、第五表面が第二部分を第一部分に貫通さ
せることによって第四表面に隣接して位置される請求項１に記載の固定要素。
【請求項７】
　第一表面、第二表面、及び第三表面が第一部分（９１０）上にあり、第四表面、第五表
面、及び第六表面が第二部分（９２０）上にあり、第四表面が第二部分を第一部分に貫通
させることによって第三表面に隣接して位置される請求項１に記載の固定要素。
【請求項８】
　第三表面の少なくとも一部が第一外部ねじ山のピッチを有する第一内部ねじ山を含み、
第五表面の少なくとも一部が第一外部ねじ山のピッチを有する第二外部ねじ山を含む請求
項１に記載の固定要素。
【請求項９】
　アバットメント表面が第一表面の近位端から遠位端までの軸に対して角度をなしている
請求項１に記載の固定要素。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は２００４年１月２８日に出願された米国仮特許出願Ｎｏ．６０／５３９６３３の
利益を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　固定要素は生存する骨中に機械的付属品を埋め込むことが望ましい様々な歯科用、医療
用、及び外科用の方法に使用されている。固定要素を使用する方法の一例は埋め込まれた
インプラントを使用する歯科用補綴物である。
【０００３】
　歯科用インプラントは一つ以上の自然の歯を失った患者に対して望ましい補綴物を与え
る。歯科用インプラントは顎骨に埋め込まれる固定要素、及び固定要素に取り付けられか
つそれによって支持される補綴歯を含む。補綴歯は固定要素に直接取り付けられてもよく
又はアバットメントフィクスチャーは固定要素に取り付けられて補綴歯を支持してもよい
。適切な固定要素は固定要素がオッセオインテグレーションと称される方法で周囲の骨と
一体化されるように固定要素を侵略する骨成長を支持するだろう。
【０００４】
　補綴歯を支持するための固定要素は二段階法と称されるもので埋め込まれてもよい。第
一段階では、固定要素は顎骨に埋め込まれ、次に手術部位が閉じられる。数ヶ月間後、固
定要素はオッセオインテグレーションを達成するだろう。固定要素の部位は次に外科的に
再開放され、補綴歯の取り付けを可能にするだろう。
【０００５】
　歯科用インプラントを一段階法で埋め込むことができる技術が最近開発された。一段階
法では、固定要素は埋め込まれ、補綴歯はすぐに適合される。すぐに適合した補綴歯は、
オッセオインテグレーションの期間中に軟組織を適切に治癒し、隣接する歯の間隔及びア
ラインメントを維持する一時的な補綴物であってもよい。永久の補綴歯は少なくとも幾ら
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かのオッセオインテグレーションが追加の外科手順を必要とせずに生じた後に後日適合さ
れてもよい。
【０００６】
　オッセオインテグレーションをうまく達成するためには、固定要素が周囲の骨に密接に
適合すること（一般に１．５ミリメートル以下の間隙を有する）が必要である。また、固
定要素がオッセオインテグレーションの期間中に周囲の骨に対して動かないことが重要で
ある。固定要素が周囲の骨に密接に適合されることができない場合、骨移植材料を使用し
て固定要素と周囲の骨の間の空間を満たすことが必要であるかもしれない。
【０００７】
　臼歯は一般に失う歯である。臼歯を交換するためのインプラントの使用は幾らかの特別
な困難性を提示する。臼歯は一般に多数の歯根部を持つ。下顎の下顎臼歯は一般に二つの
歯根部を持つ。上顎の上顎臼歯は一般に三つの歯根部を持つ。新しく抜去した部位では臼
歯の歯根部によって残る間隙は固定要素で適合することが難しい部位を与える。さらに、
顎の臼歯領域の骨は一般に、柔らかい海綿骨の芯を包囲する皮質骨の薄くて硬い層からな
る。海綿骨はオッセオインテグレーションの前に固定要素のために劣った支持を与えうる
。
【０００８】
　臼歯は相対的に大きな歯であり、抜去後の間隙を満たすために相対的に大きな直径を有
する固定要素を使用することが望ましい。しかしながら、幅広い固定要素の使用は固定要
素を適応させるためにかなりの量の骨が抜去部位から除去されることを必要とするかもし
れない。これは主に海綿骨に埋め込まれうる固定要素を支持するために利用可能な少量の
皮質骨だけを残すかもしれない。特に、幅広い固定要素の使用は根間中隔骨として知られ
る歯根部間に見出される三角形のマウンド形状の骨の塊の除去を必要とするかもしれない
。従って、一段階法で歯科用インプラントの埋め込みを可能とするために十分な安定性を
持って新しい臼歯抜去部位に固定要素を配置することは難しい。
【０００９】
　治癒された抜去部位に歯科用補綴物を配置することが望ましい場合には歯科用インプラ
ントのために固定要素を配置する際に困難性を与えうる別の状況が生じる。臼歯が失われ
るとき、歯を支持する歯槽の隆起はかなり迅速に再吸収される。これは歯の損失領域にお
ける顎骨の高さの損失を生じる。固定要素が治癒された抜去部位に埋め込まれることにな
るとき、固定要素を極めて大きな深さまで配置させることができないかもしれない。
【００１０】
　下顎では、下顎における下顎歯槽神経の存在が固定要素の深さを制限する。上顎では、
上顎洞が深さを制限する。これらの制限する解剖学的特徴は短い固定要素、おそらく長さ
５～８ミリメートルの使用を要求する。かかる場合のための短い固定要素の使用はオッセ
オインテグレーションのために利用可能な減少した表面積のため長期間の成功の割合を低
くする。
【００１１】
　新しい抜去部位及び治癒された部位の両方のために臼歯領域に歯科用インプラントを配
置するために使用されることができる固定要素を持つことが望ましいだろう。
【発明の開示】
【００１２】
　骨に使用するための固定要素は近位端及び遠位端を有する。遠位端は近位端を露出して
骨に埋め込まれてもよい。アバットメント表面は近位端に向かって配置される。固定要素
は遠位端を規定する四つの表面を含む。ほぼ円柱形の第一表面は固定要素の外部を規定す
る。第一表面の少なくとも一部はあるピッチを有する第一外部ねじ山を含む。環状の第二
表面は遠位端に向かって配置され、第一表面は第二表面の外周に沿って第二表面に接合さ
れる。第一表面と同心の第三表面は第二表面の内周に沿って第二表面に接合される。第三
表面の少なくとも一部は第一外部ねじ山のピッチを有する内部ねじ山を含んでもよい。第
一表面の遠位端と近位端の間に配置された第四表面は第四表面の外周に沿って第三表面に
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接合される。
【００１３】
　別の実施態様では、固定要素は遠位端を規定する六つの表面を含む。第一表面の少なく
とも一部は第一外部ねじ山を含む。環状第二表面は遠位端に向かって配置され、第二表面
の外周に沿って第一表面に接合される。第一表面と同心の第三表面は第二表面の内周に沿
って第二表面に接合される。環状第四表面は遠位端と近位端の間に配置され、第四表面の
外周に沿って第三表面に接合される。第一表面と同心の第五表面は第四表面の内周に沿っ
て第四表面に接合される。第六表面は遠位端に向かって配置され、第六表面の外周に沿っ
て第五表面に接合される。
【００１４】
　別の実施態様では、骨に使用するための固定要素は近位端及び遠位端を有する。遠位端
は近位端を露出させて骨に埋め込まれてもよい。固定要素はほぼ円柱形の第一表面を含み
、第一表面の少なくとも一部は外部ねじ山を含む。アバットメント表面は固定要素の近位
端に配置される。アバットメント表面は固定要素の近位端から遠位端までの軸に対して角
度を形成する。
【００１５】
図面の簡単な記述
　図１は本発明を具体化する骨に使用するための固定要素の外観図である。
【００１６】
　図２は図１に示された固定要素の近位端の平面図である。
【００１７】
　図３は図２に示された線３－３に沿ってとった固定要素の断面図である。
【００１８】
　図４は図１～３の固定要素の遠位端の平面図である。
【００１９】
　図５は本発明を具体化する別の固定要素の側面図である。
【００２０】
　図６は図５の固定要素の近位端の平面図である。
【００２１】
　図７は図６に示された線７－７に沿ってとった断面図である。
【００２２】
　図８は図５～７の固定要素の遠位端の平面図である。
【００２３】
　図９は本発明を具体化する別の固定要素の外観図である。
【００２４】
　図１０は図９の固定要素の近位端の平面図である。
【００２５】
　図１１は図１０に示された線１１－１１に沿ってとった固定要素の断面図である。
【００２６】
　図１２は図９～１１の固定要素の遠位端の平面図である。
【００２７】
　図１３は図１２に示された断面線１３－１３に沿ってとった遠位部分及び図１０に示さ
れた断面線１１－１１に沿ってとった近位部分を有する固定要素の断面図である。
【００２８】
　図１４は本発明を具体化する別の固定要素の断面図である。
【００２９】
　図１５は図１３の図と同様に断面を示された遠位部分を有する図１４に示された固定要
素の断面図である。
【００３０】
　図１６は下顎臼歯抜去部位の断面図である。
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【００３１】
　図１７は図１６に示された抜去部位の断面図である。
【００３２】
　図１８は固定要素を埋め込むために抜去部位の調製を示す図１６の図と同様の断面図で
ある。
【００３３】
　図１９は図１８に示された抜去部位の上部分の断面図である。
【００３４】
　図２０は図１８に示された抜去部位の下部分の断面図である。
【００３５】
　図２１は図１８に示されたように作られた抜去部位に埋め込まれた固定要素の断面図で
ある。
【００３６】
　図２２は本発明を具体化する別の固定要素の第一部分の断面図である。
【００３７】
　図２３は固定要素の第二部分の側面図である。
【００３８】
　図２４は固定要素を形成するために断面で示された第一部分中に設置された側面図で示
された第二部分の図である。
【００３９】
　図２５は図２４に示された固定要素の第一部分に対して第二部分のための別の位置の図
である。
【００４０】
　図２６は本発明を具体化する別の固定要素を形成する第一部分の断面図及び第二部分の
側面図である。
【００４１】
　図２７は本発明を具体化する別の固定要素を形成する第一部分の断面図及び第二部分の
側面図である。
【００４２】
　図２８は本発明を具体化する別の固定要素の第一部分の断面図である。
【００４３】
　図２９は固定要素の第二部分の側面図である。
【００４４】
　図３０は完成した固定要素を作るために断面で示された第一部分中に設置された側面図
で示された第二部分の図である。
【００４５】
　図３１は本発明を具体化する別の固定要素の断面図である。
【００４６】
　図３２は本発明を具体化する別の固定要素の断面図である。
【００４７】
　図３３は骨に埋め込まれて示される本発明を具体化する別の固定要素の断面図である。
【００４８】
　図３４は本発明を具体化する別の固定要素の側面図である。
【００４９】
　図３５は本発明を具体化する別の固定要素の側面図である。
【００５０】
　図３６は本発明を具体化する別の固定要素の断面図である。
【００５１】
　図３７は本発明を具体化する別の固定要素の断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００５２】
　図１は本発明を具体化する骨に使用するための固定要素１００を示す。固定要素はチタ
ン又はチタン合金の如きオッセオインテグレーションを促進するために知られた又は発見
された生体適合性材料から作られることができる。骨と密着されることになる部分は様々
な表面特徴を有することができる。これらの部分はオッセオインテグレーションを促進す
るためにプラズマ噴射、ヒドロキシアパタイトの被覆（ＨＡ被覆）、表面機械加工、サン
ドブラスト、又は酸エッチングの処理をされたチタンであることができる。
【００５３】
　説明の都合のため、固定要素１００は遠位端及び近位端を参照して記載されるだろう。
遠位端は図１において右下に向いた端部として示され、骨において最も大きな深さまで埋
め込まれる端である。近位端は図１において左上に向いた端部であり、固定要素１００が
骨に埋め込まれるときに露出されうる端部である。
【００５４】
　固定要素１００は固定要素のほぼ円柱形の外部表面である第一表面を含む。「ほぼ円柱
形」の用語は遠位端から近位端に延びる軸のまわりに実質的に回転対称である表面を記載
するために使用される。第一表面はねじ山１１２を含んでもよい。ねじ山は厳密な意味で
は回転対称ではないことは認識されるだろう。ねじ山又は同種特徴は「実質的に回転対称
」という用語に含められることを意図される。固定要素１００の外部表面は上述のねじ山
、又は肩１０２、テーパ付き部分１１０などの他の特徴を含んでもよく、それらの全ては
「ほぼ円柱形」の用語によって包含されることを意図される。
【００５５】
　固定要素１００の第一表面の少なくとも一部はあるピッチを有する第一外部ねじ山１１
２を含んでもよい。ねじ山１１２は骨中への固定要素の埋め込みのために有効であること
が知られた又は発見された様々な形態のものであってもよい。ねじ山１１２は自己穿孔型
（ねじ切り）特徴又は骨中への固定要素の埋め込みを助ける又はオッセオインテグレーシ
ョンを促進する他の特徴を含んでもよい。
【００５６】
　第一表面は固定要素１００の遠位端に隣接して切頭第一円錘部分１１０を含んでもよく
、遠位端に隣接するほど第一円錘部分の周囲が小さくなっている。第一円錘部分１１０は
固定要素を受けるために骨に作られた穴中に固定要素１００を配置することを容易にしう
る。第一円錘部分１１０は少し小さい遠位端の先端を与えてもよく、それは固定要素１０
０が最初に最小の力で骨と係合して固定要素を骨に作られた穴に整合することを可能にす
る。
【００５７】
　第一円錘部分１１０はねじ切られなくてもよく、又は部分的にもしくは完全に第一外部
ねじ山１１２に交差してもよい。一つの実施態様では、第一円錘部分１１０は第一外部ね
じ山のほぼ根元の直径である固定要素１００の遠位端で最も小さい直径を有してもよい。
第一円錘部分１１０は遠位端に向かって直径を徐々に増加させてもよく、それによって徐
々に増大するねじ山深さを与えてもよい。
【００５８】
　固定要素１００は第一表面の近位端に向かって配置されたアバットメント表面を含んで
もよい。アバットメント表面は固定要素への取り付けを可能とする様々な知られた又は発
見された形態であってもよい。
【００５９】
　図１～３は歯科用補綴物を受けるように与えられうるアバットメント表面を示す。示さ
れたアバットメント表面は固定要素１００を埋め込むためのレンチ表面を与えうる外部六
角表面１０４を含む。示されたアバットメント表面はさらに、ねじによって固定要素に結
合された手段を受けるために位置決め凹所１０６及び内部固定ねじ山１０８を含む。
【００６０】
　固定要素１００は第一表面の遠位端に向かって配置された環状の第二表面１２０を含み
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、第二表面１２０は第二表面の外周１２２に沿って第一表面に接合されている。第二表面
１２０は骨に作られた穴の底と係合してもよく、それによって埋め込まれた固定要素１０
０の安定性に有意に貢献してもよい。第二表面１２０は実質的に平坦であってもよく又は
初期の安定性を与えるために骨に作られた穴の底と効果的に協働するように選択された丸
められた又は他の形状を有してもよい。
【００６１】
　遠位端の平面図で見られるように、固定要素１００は第一表面と同心でかつ第二表面の
内周１２４に沿って第二表面１２０に接合された第三表面１４０を含む。第三表面１４０
の少なくとも一部は固定要素を骨中に埋め込むために回転されるのと同じ割合で両ねじ山
が固定要素１００に進むように第一外部ねじ山のピッチを有する内部ねじ山を含んでもよ
い。内部ねじ山は骨中に固定要素を埋め込むために有効であることが知られた又は発見さ
れた様々な形態のものであってもよい。内部ねじ山は自己穿孔型（ねじ切り）特徴又は骨
中への固定要素の埋め込みを助ける又はオッセオインテグレーションを促進する他の特徴
を含んでもよい。固定要素１００を受けるために作られた骨中の穴は第三表面１４０が少
なくとも部分的に骨と係合して追加の初期安定性及びオッセオインテグレーションのため
の追加の表面を与えるように残留する骨を所定位置に残してもよいと考えられる。
【００６２】
　第三表面１４０は遠位端に隣接して切頭第二円錘部分を含んでもよく、遠位端に隣接す
るほど第二円錘部分の周囲が大きくなっている。第二円錘部分は残留する骨を含む穴の部
分中に固定要素１００を配置することを容易にしうる。第二円錘部分は固定要素１００が
初期安定性をさらに増大するように埋め込まれるように残留する骨を圧縮してもよい。
【００６３】
　第二円錘部分はねじ切られなくてもよく、又は部分的にもしくは完全に第一内部ねじ山
に交差してもよい。一つの実施態様では、第二円錘部分は第一内部ねじ山のほぼ根元の直
径である固定要素１００の遠位端で最も大きい直径を有してもよい。第二円錘部分は近位
端に向かって直径を徐々に増加させてもよく、それによって徐々に増大するねじ山深さを
与えてもよい。
【００６４】
　固定要素１００は遠位端と近位端の間に配置された第四表面１３０を含み、第四表面１
３０は第四表面の外周１３２に沿って第三表面１４０に接合される。固定要素１００を受
けるために作られた骨中の穴は第四表面１３０が上部表面に係合して追加の初期安定性及
びオッセオインテグレーションのための追加の表面を与えるように残留する骨上に上部表
面を残してもよいと考えられる。
【００６５】
　図３は図２の断面線３－３によって示されるような直径に沿ってとった固定要素１００
の断面図である。図３は固定要素１００の様々な表面の間の関係を視覚化するのに役立ち
うる。図３はまた、遠位端におけるねじ山との円錘区域の可能な相互作用を視覚化するの
に役立ちうる。
【００６６】
　図５～８は本発明を具体化する別の固定要素２００を示す。この実施態様は図１～４に
よって示された固定要素１００と同様の多くの特徴を含む。固定要素２００の同様の特徴
は固定要素１００のために使用された参照番号に１００を足した参照番号を与えられる。
【００６７】
　この実施態様では、固定要素２００は切頭四角錐の形のアバットメント表面２０４を含
む。アバットメント表面２０４はレンチ表面を与えてもよい。もし固定要素が歯科用補綴
物を支持するために使用されるなら、補綴歯は例えばセメントによってアバットメント２
０４に直接結合されてもよい。
【００６８】
　図７は図６の近位端の平面図で示されるように断面線７－７に沿ってとった固定要素２
００の断面を示す。第一表面は第三表面より直径がわずかに大きくてもよい。図７では外
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部ねじ山２１２の根元が内部ねじ山と一致する比較的薄い断面があることがわかるだろう
。根元が薄い断面を避けるために外部ねじ山の頂と一致するように内部ねじ山を配置する
ことが有利でありうる。
【００６９】
　もし第一及び／又は第三のほぼ円柱形の表面が円錘区域を含むなら、固定要素２００は
相対的に短くすることができ、円錘区域は第一及び／又は第三表面の全て又は実質的に全
てを占有することができる。
【００７０】
　図９～１３は本発明を具体化する別の固定要素３００を示す。この実施態様は図１～４
によって示された固定要素１００と同様の多くの特徴を含む。固定要素３００の同様の特
徴は固定要素１００のために使用された参照番号に２００を足した参照番号を与えられる
。
【００７１】
　図１０及び１１は歯科用補綴物を受けるために与えられうるアバットメント表面を示す
。示されたアバットメント表面はねじによって固定要素３００に結合された手段を受ける
ために葉状位置決め凹所３０６及び内部固定ねじ山３０８を含む。位置決め凹所３０６の
葉は結合された装置の回転を防止してもよく、固定要素３００を埋め込むためのレンチ表
面を与えてもよい。
【００７２】
　この実施態様では、固定要素の第四表面３３０は環状である。固定要素はさらに、第一
表面と同心でありかつ第四表面の内周３３４に沿って第四表面３３０に接合された第五表
面３５０を含む。第六表面３６０は第一表面の遠位端に向かって配置され、第六表面の外
周３６２に沿って第五表面３５０に接合される。
【００７３】
　第五表面３５０は第五表面の全ての又は一部の上に第二外部ねじ山を含んでもよい。第
二外部ねじ山は固定要素を骨中に埋め込むために回転されるのと同じ割合で全てのねじ山
が固定要素３００に進むように第一外部ねじ山のピッチを有する。第二外部ねじ山は骨中
に固定要素を埋め込むために有効であることが知られた又は発見された様々な形態のもの
であってもよい。第二外部ねじ山は自己穿孔型（ねじ切り）特徴又は骨中への固定要素の
埋め込みを助ける又はオッセオインテグレーションを促進する他の特徴を含んでもよい。
固定要素３００を受けるために作られた骨中の穴は第五表面３５０が少なくとも部分的に
骨に係合して追加の初期安定性及びオッセオインテグレーションのための追加の表面を与
えるように残留する骨に第二の穴を与えてもよいと考えられる。
【００７４】
　第五表面３５０は遠位端に隣接して切頭第三円錘部分を含んでもよく、遠位端に隣接す
るほど第三円錘部分の周囲は小さくなっている。第三円錘部分はねじ切られなくてもよく
、又は部分的にもしくは完全に第五表面３５０上の第二外部ねじ山に交差してもよい。一
つの実施態様では、第三円錘部分は第二外部ねじ山のほぼ根元の直径である固定要素３０
０の遠位端で最も小さい直径を有してもよい。第三円錘部分は近位端に向かって直径を徐
々に増加させてもよく、それによって徐々に増大するねじ山深さを与えてもよい。第二及
び第三円錘区域は第三と第五のほぼ円柱形の表面の間の残留する骨を圧縮するように作用
してもよい。
【００７５】
　図１３は、第五表面が断面によって切断されず、第五表面が見えるように、断面の下部
が図１２に示された断面線１３－１３に沿ってとった、図９～１２に示された固定要素３
００の断面図である。第四表面３３０と近位端の間の断面の部分は図１０に示された断面
線１１－１１に沿ってとられる。
【００７６】
　図１４及び１５は本発明を具体化する別の固定要素４００を示す。この実施態様は図９
～１３によって示された固定要素３００と同様の多くの特徴を含む。固定要素４００の同
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様の特徴は固定要素３００のために使用された参照番号に１００を足した参照番号を与え
られる。
【００７７】
　この実施態様では、固定要素４００の第一表面は切頭円錘断面の形の肩表面４０２を含
む。かかる円錘肩は「ほぼ円柱形」という用語によって包含されることを意図される。固
定要素４００は内部固定ねじ山４０８が第五表面４５０によって規定される固定要素４０
０の部分中に延びるように相対的に短くしてもよい。
【００７８】
　図１６～２０は抜去した臼歯のために歯科用補綴物を与えるために本発明を具体化する
固定要素５００の例示使用を示す。
【００７９】
　図１６は二つの歯根部を有する下顎臼歯の抜去後のソケットの断面を示す。断面は（頭
の前から後に走る）近遠心の断面線に沿ってとられる。ソケットは抜去した臼歯の歯根部
を分離した根間中隔骨５１０を含む。
【００８０】
　図１７は上から見てソケットを見下ろしたソケットの断面を示す。図１６の断面線１７
Ａ－１７Ａに沿ってとった頸環５１２の外形が示されている。図１６の断面線１７Ｂ－１
７Ｂに沿ってとった二つの歯根部５１４，５１６の各々の外形が示されている。
【００８１】
　図１８は穴が固定要素を受けるために作られた後の図１６のソケットである作られた臼
歯ソケットの断面を示す。図１９は図１８の断面線１９－１９に沿ってとった頸環５１２
における作られた臼歯ソケットの上から下に見た断面図である。作られた穴５２０は頸環
５１２の全てを除去していないように見える。一般に、固定要素５００と頸環５１２の間
の大きな周囲の接触を与えて良好な初期安定性を与えることが望ましい。しかしながら、
良好な初期安定性及び良好なオッセオインテグレーションを与える穴を作ることに矛盾せ
ずにできるだけ多くの骨を保つことも望ましい。特に、骨は海綿骨の柔らかい内部芯を包
囲する相対的に薄くて硬い皮質層を持ちうる。柔らかい海綿骨よりずっと高い初期安定性
を与える皮質骨を保つことが望ましい。
【００８２】
　固定要素５００はオッセオインテグレーションが起こるようにソケットの全ての部分の
少なくとも１．５ミリメートル内にあるように寸法決定されることができる。固定要素５
００は頸環の周囲の約７５％以上が固定要素と直接接触して良好な初期安定性を与えるよ
うに寸法決定されることができる。
【００８３】
　図２０は穴が固定要素を受けるために作られた後の図１６のソケットの断面を示す。図
２０は図１８の断面線２０－２０に沿ってとった歯根部５１４，５１６において作られた
穴の上か下に見た断面図である。作られた穴５２２は歯根部を包囲するソケットの全てを
除去しないように見える。根間中隔骨５１０のかなりの部分が作られた臼歯ソケットにお
いて残留する骨として保たれていることが見られる。作られた穴５２２の遠位部分は第一
表面５０１と第三表面５０３の間に固定インプラントの部分を受けるための環状領域５２
４を含む。固定要素５００の第二表面５０２は固定要素の初期安定性を増大するために臼
歯ソケット５２２の底部表面５２４に対して支持しうる。
【００８４】
　作られた穴の底部表面５３０，５３２，５３４はまた、重要である。下部表面は固定要
素５００の第二表面５０２、第四表面５０４、及び第六表面５０６（もし存在するなら）
の一つ以上のかなりの部分を支持することが望ましい。この理由のため、穴は下顎神経５
１８又は上顎洞の如き他の解剖学的構造によって許されるなら歯根部の最下点の下にある
下部表面５３０，５３４で作られてもよい。平坦な表面５３２は第四表面５０４を支持す
るために残留する根間中隔骨５１０の近位部分上に作られてもよい。残留する根間中隔骨
５１０の近位部分上の平坦な表面５３２は作られた臼歯ソケット５００の底部表面にほぼ
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平行であってもよい。
【００８５】
　固定要素５００の第一表面５０１は臼歯ソケットの外壁５２２にねじ込まれて係合する
ように適応されている。第一表面５０１は第二表面に隣接するほど第一円錘部分の周囲が
小さくなるように第二表面５０２に隣接して切頭第一円錘部分を含んでもよい。円錘表面
は作られた臼歯ソケット中に固定要素を配置することを助けてもよい。円錘表面は作られ
た臼歯ソケットの外壁を包囲する骨を、特に頸環に隣接した上部分において圧縮してもよ
く、それは固定要素のための支持及び骨密度を増大させうる。
【００８６】
　固定要素５００の第三表面５０３は臼歯ソケットの外壁５２２にほぼ面する根間中隔骨
５１０の第一表面５１１に対して支持するように適応される。第三表面５０３はそれが根
間中隔骨を特に上部分において圧縮するように切頭円錘形態を持ってもよく、それは固定
要素５００のための支持及び骨密度を増大させうる。第三表面５０３はねじ山を含んでも
よく、それは根間中隔骨５１０の第一表面５１１にねじ込まれて係合するために自己ねじ
切りねじ山であってもよい。
【００８７】
　固定要素５００は第五表面５０５を含んでもよい。それゆえ作られた臼歯ソケットは第
五表面５０５を受けるために残留する根間中隔骨５１０において第二穴５２６を含んでも
よい。第五表面は第二穴の側壁に対して支持してもよい。第五表面５０５は根間中隔骨を
特に上部分において圧縮するように切頭円錘形を有してもよく、それは固定要素５００の
ための支持及び骨密度を増大させうる。第五表面５０５はねじ山を含んでもよく、それは
第二穴５２６の側壁にねじ込まれて係合するために自己ねじ切りねじ山であってもよい。
【００８８】
　図２２～２５は本発明を具体化する別の固定要素６００を示す。第一部分６１０は第一
表面６０１、第二表面６０２、第三表面６０３、及び第四表面６０４を含む。第二部分６
２０は第五表面６０５及び第六表面６０６を含む。第五表面６０５は第二部分６２０を第
一部分６１０中にねじ込むことによって第四表面６０４に接合される。生じた組立体は図
９に示された固定要素３００と同様の特徴を有する固定要素６００を与える。それは図２
４及び２５によって示されたように第二表面６０２に対する第六表面６０６の位置を調整
することができうる。
【００８９】
　図２６は本発明を具体化する別の固定要素７００を示す。第二部分７２０は第一部分７
１０中にねじ込まれて図１４に示される固定要素４００と同様の特徴を有する固定要素７
００を与える。第二部分７２０はねじ込まれて固定要素７００が組立後に単一片として機
能するように第一部分７１０と干渉適合するように造形されてもよい。
【００９０】
　図２７は本発明を具体化する別の固定要素８００を示す。第二部分８２０は第一部分８
１０におけるねじ切りされていない開口８１４を通過して図１４に示された固定要素４０
０と同様の特徴を有する固定要素８００を与える。第二部分８２０は第一部分上の肩表面
８１２に対して支持する頭表面８２２を含んでもよい（両方の部分が骨に埋め込まれると
き）。両方の部分が骨に埋め込まれることによって固定要素８００に組み立てられるとき
、第二部分８２０は骨に対して第一部分８１０の直接向けられた圧力を変化するように調
整されてもよい。
【００９１】
　図２８～３０は本発明を具体化する別の固定要素９００を示す。第一部分９１０は第一
表面９０１、第二表面９０２、及び第三表面９０３を含む。第三表面９０３は遠位端から
近位端まで延び、第三表面の少なくとも一部のための内部ねじ山を含む貫通通路を与える
。第二部分９２０は第四表面９０４、第五表面９０５、及び第六表面９０６を含む。第二
部分９２０は、ほぼ円柱形でありかつ第五表面９０５と同心である接合表面９２２をさら
に含む。接合表面の少なくとも一部は第一部分９１０のねじ切られた第三表面９０３の少
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なくとも一部と合致する外部ねじ山を含んでもよい。第三表面９０３は第二部分９２０を
第一部分９１０にねじ込むことによって第四表面９０４に接合される。生じた組立体は図
９に示された固定要素３００と同様の特徴を有する固定要素９００を与える。
【００９２】
　図３１は本発明を具体化する別の固定要素１０００を示す。この実施態様は前記実施態
様と同様に配置された、第一表面１００１、第二表面１００２、第三表面１００３、第四
表面１００４、第五表面１００５、及び第六表面１００６を含む。この実施態様では、第
二表面１００２、第四表面１００４、及び第六表面１００６は湾曲されてもよい。この実
施態様では、第一表面１００１だけがねじ切られた部分を含んでもよい。第五表面１００
５は固定要素１００のこの部分が固定要素を受けるための骨の調製を案内するために使用
されうる案内穴に適合するように正確な円柱形であってもよい。第二表面１００２は残留
する骨への密着適合を与えるために円錘部分を含んでもよい。
【００９３】
　図３２は本発明を具体化する別の固定要素１１００を示す。この実施態様は前記実施態
様と同様に配置された、第一表面１１０１、第二表面１１０２、第三表面１１０３、第四
表面１１０４、第五表面１１０５、及び第六表面１１０６を含む。この実施態様の固定要
素１１００は図３１の固定要素１１００とほぼ同様である。第五表面１１０５及び第二表
面１１０２は残留する骨への密着適合を与えるために円錘部分を含んでもよい。
【００９４】
　図３３は本発明を具体化する別の固定要素１２００を示す。図３３は頬面舌面（頬から
舌への）方向の断面線に沿った下顎の背側部分に埋め込まれた固定要素１２００の断面図
である。この実施態様は第一表面の近位端から遠位端までの軸に対して角度をなすアバッ
トメント表面１２１０を含む。アバットメント表面１２１０は第一表面１２０１の近位端
に隣接した領域において実質的に平坦であってもよい。図３３に示されるように、固定要
素が治癒された臼歯抜去部位に埋め込まれるとき、骨の再吸収は一方の側１２２０が他方
の側１２２２より高い表面（一般に頬面（頬）側１２２２に低くなる）で部位を浅くさせ
うる。角度の付いたアバットメント表面１２１０は骨の上に露出した固定要素１２０１の
部分を残さずに第一表面１２０１と骨との接触を大きくすることができることが見られる
。
【００９５】
　図３４は第一表面の近位端から遠位端までの軸に対して角度をなすアバットメント表面
１３１０を含む別の固定要素１３００を示す。
【００９６】
　図３５は第一表面の近位端から遠位端までの軸に対して角度をなすアバットメント表面
１４１０を含む別の固定要素１４００を示す。この実施態様では、第一表面のねじ切られ
た部分はアバットメント表面まで延ばしてもよく、それは骨に対する固定要素１４００の
ねじ込まれた係合を増大しうる。
【００９７】
　図３６は本発明を具体化する別の固定要素１５００を示す。この実施態様は図５～８に
よって示された固定要素２００と同様の多くの特徴を含む。固定要素１５００の同様の特
徴は固定要素２００のために使用された参照番号に１３００を足した参照番号を与えられ
る。固定要素１５００は、遠位端と近位端の間に配置されかつ第三表面１５４０に接合さ
れた第四表面１５３０を含む。第四表面１５３０は切頭円錘の形である。固定要素１５０
０を受けるために作られた骨中の穴は第四表面１５３０が上部表面と係合して追加の初期
安定性及びオッセオインテグレーションのための追加表面を与えるように残留する根間中
隔骨上に上部表面を残してもよいと考えられる。第四表面の円錘形状は臼歯ソケット中に
どのくらい深く固定要素１５００が進められるかによって決定されるように残留する根間
中隔骨が選択的に圧縮されることができるようにしてもよい。これは残留する根間中隔骨
が柔らかく海綿状であるときに大きな程度の圧縮が適用されることを可能にしてもよい。
【００９８】
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　図３７は本発明を具体化する別の固定要素１６００を示す。この実施態様は図５～８に
よって示された固定要素２００と同様の多くの特徴を含む。固定要素１６００の同様の特
徴は固定要素２００のために使用された参照番号に１４００を足した参照番号を与えられ
る。固定要素１６００は、遠位端と近位端の間に配置されかつ第三表面１６４０に接合さ
れた第四表面１６３０を含む。第四表面１６３０は凹状の湾曲表面の形である。固定要素
１６００を受けるために作られた骨中の穴は第四表面１６３０が上部表面に係合して追加
の初期安定性及びオッセオインテグレーションのための追加の表面を与えるように残留す
る根間中隔骨上に上部表面を残してもよいことが考えられる。第四表面の凹状形状は臼歯
ソケット中にどのくらい深く固定要素１６００が進められるかによって決定されるように
残留する根間中隔骨が選択的に圧縮されることができるようにしてもよい。これは残留す
る根間中隔骨が柔らかく海綿状であるときに大きな程度の圧縮が適用されることを可能に
する。
【００９９】
　特定の例示的実施態様が記載され添付図面に示されたが、かかる実施態様は例示にすぎ
ず広い発明を限定しないこと、及び本発明は示され記載された特定の構成及び配置に限定
されないことは理解されるべきである。なぜならば様々な他の特徴が当業者に想起される
からである。一つの実施態様について示され記載された個々の特徴は別の実施態様につい
て示され記載された個々の特徴と組み合わされてもよいことが理解されるべきである。機
能的な固定要素の文脈において本発明の使用を示すためにある特徴を示し又は記載してい
ること、及びかかる特徴は本発明の範囲内で省略されてもよいことが理解されるべきであ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明を具体化する骨に使用するための固定要素の外観図である。
【図２】図１に示された固定要素の近位端の平面図である。
【図３】図２に示された線３－３に沿ってとった固定要素の断面図である。
【図４】図１～３の固定要素の遠位端の平面図である。
【図５】本発明を具体化する別の固定要素の側面図である。
【図６】図５の固定要素の近位端の平面図である。
【図７】図６に示された線７－７に沿ってとった断面図である。
【図８】図５～７の固定要素の遠位端の平面図である。
【図９】本発明を具体化する別の固定要素の外観図である。
【図１０】図９の固定要素の近位端の平面図である。
【図１１】図１０に示された線１１－１１に沿ってとった固定要素の断面図である。
【図１２】図９～１１の固定要素の遠位端の平面図である。
【図１３】図１２に示された断面線１３－１３に沿ってとった遠位部分及び図１０に示さ
れた断面線１１－１１に沿ってとった近位部分を有する固定要素の断面図である。
【図１４】本発明を具体化する別の固定要素の断面図である。
【図１５】図１３の図と同様に断面を示された遠位部分を有する図１４に示された固定要
素の断面図である。
【図１６】下顎臼歯抜去部位の断面図である。
【図１７】図１６に示された抜去部位の断面図である。
【図１８】固定要素を埋め込むために抜去部位の調製を示す図１６の図と同様の断面図で
ある。
【図１９】図１８に示された抜去部位の上部分の断面図である。
【図２０】図１８に示された抜去部位の下部分の断面図である。
【図２１】図１８に示されたように作られた抜去部位に埋め込まれた固定要素の断面図で
ある。
【図２２】本発明を具体化する別の固定要素の第一部分の断面図である。
【図２３】固定要素の第二部分の側面図である。
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【図２４】固定要素を形成するために断面で示された第一部分中に設置された側面図で示
された第二部分の図である。
【図２５】図２４に示された固定要素の第一部分に対して第二部分のための別の位置の図
である。
【図２６】本発明を具体化する別の固定要素を形成する第一部分の断面図及び第二部分の
側面図である。
【図２７】本発明を具体化する別の固定要素を形成する第一部分の断面図及び第二部分の
側面図である。
【図２８】本発明を具体化する別の固定要素の第一部分の断面図である。
【図２９】固定要素の第二部分の側面図である。
【図３０】完成した固定要素を作るために断面で示された第一部分中に設置された側面図
で示された第二部分の図である。
【図３１】本発明を具体化する別の固定要素の断面図である。
【図３２】本発明を具体化する別の固定要素の断面図である。
【図３３】骨に埋め込まれて示される本発明を具体化する別の固定要素の断面図である。
【図３４】本発明を具体化する別の固定要素の側面図である。
【図３５】本発明を具体化する別の固定要素の側面図である。
【図３６】本発明を具体化する別の固定要素の断面図である。
【図３７】本発明を具体化する別の固定要素の断面図である。
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